
１．重要な会計方針

 （１）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

 （２）　有価証券の評価基準及び評価方法

 （３）　固定資産の減価償却の方法

        定率法による。

 （４）　消費税等の会計処理

　 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

定期預金 1,500,000 0 0 1,500,000

投資有価証券 1,013,604,613 0 18,819 1,013,585,794

小計 1,015,104,613 0 18,819 1,015,085,794

特定資産

公益事業積立資産 12,651,409 351,657 0 13,003,066

小計 12,651,409 351,657 0 13,003,066

合計 1,027,756,022 351,657 18,819 1,028,088,860

３．基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科目 当期末残高
（うち指定正味財産か
らの充当額）

（うち一般正味財産か
らの充当額）

（うち負債に対応す
る額）

基本財産

定期預金 1,500,000 ( 0 ) ( 1,500,000 )

投資有価証券 1,013,585,794 ( 1,003,200,000 ) ( 10,385,794 ) －

小計 1,015,085,794 1,003,200,000 11,885,794 0

特定資産

公益事業積立資産 13,003,066 ( 13,003,066 ) ( 0 ) －

小計 13,003,066 ( 13,003,066 ) ( 0 ) －

合計 1,028,088,860 ( 1,016,203,066 ) ( 11,885,794 ) －

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

什器備品 468,405 468,402 3

合計 468,405 468,402 3

満期保有目的の債権は、償却原価法（定額法）によっている。

財務諸表に対する注記

貯蔵品は、総平均法による原価法によっている。



５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益 備考
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽ
ｴﾇﾌﾞｲ No.48063 200,000,000 201,940,000 1,940,000 100円当り100.97円
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽ
ｴﾇﾌﾞｲ No.42655 200,000,000 189,740,000 △ 10,260,000 100円当り94.87円
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽ
ｴﾇﾌﾞｲ No.42664 100,000,000 87,560,000 △ 12,440,000 100円当り87.56円
ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ
50409 300,000,000 268,440,000 △ 31,560,000 100円当り89.48円
ｻﾞ･ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ･ｲﾝｸ PRD債 100,000,000 97,251,000 △ 2,749,000 100円当り97.251円

SGイシュアー（0135-9044） 100,000,000 97,500,000 △ 2,500,000 100円当り97.50円
第3回ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ利払繰延･期
限前償還条項付無担保社債 10,404,613 10,033,300 △ 371,313 100円当り100.333円

合計 1,010,404,613 952,464,300 △ 57,940,313

※　満期まで保有の場合、元本割れのリスクは発生しない。

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

金額

経常収益への振替額

　　基本財産受取利息 13,050,939

　　基本財産受取配当金 2,930,000

15,980,939

７．その他

金融商品の状況

（１）　金融商品に対する取組方針

　　　当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、株式、投資信

　　託により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

（２）　金融商品の内容及びリスク

　　　投資有価証券は、債券、株式、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リス

　　クにさらされている。

（３）　金融商品に係るリスク管理体制

　　①　資産運用規程に基づく取引

　　　　 金融商品の取引は、当法人の基本財産管理規程に基づき行う。

　　②　信用リスクの管理

　　　　 債権については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

　　③　市場リスクの管理

　　　　 株式については時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

　　　　 投資信託については、関連する市場の動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。

内容

合計


